
○幸田町障害者住宅改修費交付要綱 

平成１８年 

第５９号 

改正 平成２５年第５８号 

平成２８年第１１号 

幸田町障害者住宅改修費交付要綱（平成１８年幸田町要綱第２６号）の全部を改正する。 

（目的） 

第１条 この要綱は、日常生活に支障がある在宅の障害者（障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第４条第１項に規定する障害者

をいう。以下同じ。）及び障害児（同法第４条第２項に規定する障害児をいう。以下同じ。）

に対し住宅改修工事費及び居宅生活動作補助用具の購入費（以下これらの費用を「住宅改修

費」という。）を町長が予算の範囲内で交付し、もってこれらの者の居住環境の改善に資す

ることを目的とする。 

（対象者） 

第２条 交付の対象者は、町内に居住している下肢若しくは体幹機能障害又は乳幼児期以前の

非進行性の脳病変による運動機能障害（移動機能障害に限る。）を有する学齢児以上の障害

者（身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第４条に規定する身体障害者に限る。

以下この条において同じ。）又は障害児（身体に障害のある児童に限る。以下この条におい

て同じ。）であって障害程度等級３級以上又は視覚障害２級以上のもの（介護保険法（平成

９年法律第１２３号）の規定によるサービスを受けられる者を除く。）とする。ただし、特

殊便器への取替えについては、上肢障害２級以上の障害者又は障害児に限る。 

（対象事業） 

第３条 交付の対象事業は、次に掲げる住宅改修工事及び居宅生活動作補助用具の購入（以下

これらのものを「住宅改修事業」という。）とする。 

（１） 手すりの取付け 

（２） 段差の解消 

（３） 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 

（４） 引き戸等への扉の取替え 

（５） 洋式便器等への便器の取替え 

（６） 前各号に掲げる住宅改修事業に附帯して必要となるもの 

（住宅改修費等） 

第４条 住宅改修費は、住宅改修事業に要する費用の額に１００分の９０を乗じた額とする。

ただし、住宅改修事業に要する費用の額は、１事業当たり２０万円を限度とし、住宅改修費



の交付は、原則として１回とする。 

２ 第６条第１項の規定により交付決定を受けた者（以下「利用者」という。）が住宅改修事

業を請け負う業者（以下「業者」という。）に対し支払うべき額は、住宅改修事業に要する

費用から住宅改修費を除いた額とする。 

３ 前項の場合において、同項に規定する額（以下この項において「利用者負担額」という。）

の合計額が住宅改修費を受ける月において障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律施行令（平成１８年政令第１０号。次項において「令」という。）第１７条に

規定する負担上限月額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、その超える額を公費負担

額とし、当該負担上限月額を利用者負担額とする。 

４ 令第１７条に規定する負担上限月額は、幸田町障害者等日常生活用具給付要綱（平成１８

年幸田町要綱第４０号）第６条に規定する利用者負担額及び幸田町点字図書交付要領（平成

１２年幸田町要綱第３０号）第７条に規定する自己負担金額の合計額とする。 

５ 町長は、利用者から公費負担額（第３項に規定する公費負担額をいう。以下同じ。）を業

者に支払う委任を受けた場合は、直接業者に支払うことができるものとする。 

（交付申請） 

第５条 住宅改修費の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、住宅改修費交

付事業申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。 

（１） 見積書 

（２） 住宅改修事業着手前及び完了後の工事図面 

（３） 住宅改修事業着手前の事業箇所の写真 

２ 前項の申請書を受理した町長は、当該対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況

及び住宅環境等を調査し、速やかに調査書（様式第２号）を作成するものとする。 

（交付決定） 

第６条 町長は、前条第１項の規定による申請が適切であると認めたときは、当該申請を受理

した日から起算して３０日以内に住宅改修費を交付することを決定し、住宅改修費交付決定

通知書（様式第３号）及び住宅改修費交付券（様式第４号）を申請者に交付するものとする。 

２ 町長は、前条第１項の規定による申請が不適切であると認めたときは、当該申請を受理し

た日から起算して３０日以内に申請を却下することを決定し、住宅改修費交付却下決定通知

書（様式第５号）を申請者に通知するものとする。 

（住宅改修費の請求） 

第７条 利用者は、交付決定を受けた後に速やかに業者に住宅改修費交付券を提出し、住宅改

修事業完了後に第４条第２項に規定する利用者が支払うべき額（以下「利用者負担額」とい

う。）を業者に支払わなければならない。 



２ 業者は、住宅改修事業を完了したときは、住宅改修費交付券に次に掲げる書類を添えて、

町長に住宅改修費（公費負担額がある場合は、公費負担額を含む。次条において同じ。）を

請求するものとする。 

（１） 請求書 

（２） 住宅改修事業完了後の工事図面 

（３） 住宅改修事業完了後の事業箇所の写真 

（交付金の交付） 

第８条 町長は、前条の規定により提出された書類に基づき、住宅改修事業の完了確認を行い、

適合すると認めたときは、業者に対し住宅改修費を交付するものとする。 

（検査等） 

第９条 町長は、利用者に対して、住宅改修事業に関し必要な指示をし、報告を求め、又は検

査することができる。 

（雑則） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、住宅改修費の交付に関し必要な事項は、町長が別に

定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１８年１０月１日から施行する。 

（幸田町障害児・者日常生活用具給付要綱の一部改正） 

２ 幸田町障害児・者日常生活用具給付要綱（平成１８年幸田町要綱第４０号）の一部を次の

ように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成２５年第５８号）抄 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に交付されている第５条の規定による改正前の幸田町障害者住宅改

修費交付要綱（以下「旧幸田町障害者住宅改修費交付要綱」という。）様式第４号による住

宅改修費交付券は、この要綱による改正後の様式第４号の様式によるものとみなす。 

３ この要綱の施行の際現に存する第１条の規定による改正前の幸田町障害児・者日常生活用

具給付要綱様式第１号及び様式第３号、旧幸田町障害者住宅改修費交付要綱様式第１号及び

様式第２号、第６条の規定による改正前の幸田町障害者就労支援奨励金支給要綱様式第１号

及び様式第３号から様式第５号まで、第８条の規定による改正前の幸田町障害者地域生活支



援事業実施要綱様式第１号、様式第２号及び様式第４号、第９条の規定による改正前の幸田

町コミュニケーション支援事業実施要綱様式第１号及び様式第４号、第１１条の規定による

改正前の幸田町更生訓練費支給要綱様式第１号、第１５条の規定による改正前の幸田町重症

心身障害児・者短期入所利用支援事業費補助金交付要綱様式第１号及び様式第２号並びに第

１６条の規定による改正前の幸田町障害者共同生活介護・共同生活援助事業費補助金交付要

綱様式第１号から様式第３号までの用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができ

る。 

附 則（平成２８年第１１号） 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 



 



 



 



 



 



様式第１号（第５条関係） 

様式第２号（第５条関係） 

様式第３号（第６条関係） 

様式第４号（第６条関係） 

様式第５号（第６条関係） 

 



○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 

（平成十八年一月二十五日） 

（政令第十号） 

改正 平成一八年三月三一日政令第一五四号 

同一八年八月三〇日同第二八六号 

同一八年九月二六日同第三一九号 

同一九年四月一日同第一五六号 

同一九年六月二七日同第一九一号 

同一九年八月三日同第二三五号 

同二〇年三月三一日同第一一六号 

同二〇年六月二七日同第二一二号 

同二一年三月三一日同第九一号 

同二一年六月二六日同第一六七号 

同二一年七月二三日同第一八七号 

同二一年一二月二四日同第二九六号 

同二二年四月一日同第一〇六号 

同二三年九月二二日同第二九六号 

同二四年二月三日同第二六号 

同二四年九月二〇日同第二四四号 

同二五年一月一八日同第五号 

同二五年二月一五日同第三五号 

同二五年四月一二日同第一二二号 

同二五年一一月二七日同第三一九号 

同二六年三月三一日同第一二七号 

同二六年四月一八日同第一六四号 

同二六年七月三〇日同第二六九号 

同二六年八月八日同第二七八号 

同二六年九月三日同第三〇〇号 

（同二六年一一月一二日同 第三五八号） 

同二六年一一月一二日同第三五七号 

同二六年一一月一二日同第三五八号 

同二六年一二月一九日同第四〇八号 

同二七年三月二七日同第一一九号 



第二十一条第一項 前条第一項の申請があった 第二十四条第二項の支給決定

の変更の決定を行うに当たり、

必要があると認める 

  当該申請 当該決定 

（平二五政三一九・一部改正） 

（準用） 

第十三条 第十条の規定は、法第二十四条第四項の障害支援区分の変更の認定について準用す

る。この場合において、第十条第一項中「受けようとする障害者から法第二十条第一項の申

請があった」とあるのは「受けた障害者につき、法第二十四条第二項の支給決定の変更の決

定を行うに当たり、必要があると認める」と、「同条第二項の調査」とあるのは「同条第三

項において準用する法第二十条第二項の調査」と、「同条第六項」とあるのは「法第二十四

条第三項において準用する法第二十条第六項」と読み替えるものとする。 

（平二五政三一九・一部改正） 

（支給決定を取り消す場合） 

第十四条 法第二十五条第一項第四号の政令で定めるときは、支給決定障害者等（法第五条第

二十一項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。）が法第二十条第一項又は第二十

四条第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたときとする。 

（平二三政二九六・平二四政二六・平二五政三一九・一部改正） 

（申請内容の変更の届出） 

第十五条 支給決定障害者等は、支給決定の有効期間（法第二十三条に規定する支給決定の有

効期間をいう。次条において同じ。）内において、当該支給決定障害者等の氏名その他の厚

生労働省令で定める事項を変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、

当該支給決定障害者等に対し支給決定を行った市町村に当該事項を届け出なければならない。 

（受給者証の再交付） 

第十六条 市町村は、受給者証（法第二十二条第八項に規定する受給者証をいう。以下この条

において同じ。）を破り、汚し、又は失った支給決定障害者等から、支給決定の有効期間内

において、受給者証の再交付の申請があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、

受給者証を交付しなければならない。 

（平二四政二六・一部改正） 

第三款 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給 

（指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額） 

第十七条 法第二十九条第三項第二号に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その

他の事情をしん酌して政令で定める額（第四十三条の五第三項及び第五項において「負担上



限月額」という。）は、次の各号に掲げる支給決定障害者等の区分に応じ、当該各号に定め

る額とする。 

一 次号から第四号までに掲げる者以外の者 三万七千二百円 

二 支給決定障害者等（共同生活援助に係る支給決定を受けた者及び自立訓練又は就労移行

支援に係る支給決定を受けた者（厚生労働大臣が定める者に限る。）を除く。以下この号

及び次号並びに第十九条第二号ロ及びハにおいて同じ。）であって、次に掲げる者に該当

するもの（第四号に掲げる者を除く。） 九千三百円 

イ 指定障害者支援施設等（法第三十四条第一項に規定する指定障害者支援施設等をいう。

以下同じ。）に入所する者（二十歳未満の者に限る。）及び療養介護に係る支給決定を

受けた者（二十歳未満の者に限る。）であって、当該支給決定障害者等及び当該支給決

定障害者等と同一の世帯に属する者について指定障害福祉サービス等（法第二十九条第

一項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。以下同じ。）のあった月の属する年度

（指定障害福祉サービス等のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度）

分の地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）の規定による市町村民税（同法の規

定による特別区民税を含む。以下同じ。）の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる

所得割（同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。）の額（同

法附則第五条の四第六項その他の厚生労働省令で定める規定による控除をされるべき金

額があるときは、当該金額を加算した額とする。以下同じ。）を合算した額が二十八万

円未満であるもの 

ロ 指定障害者支援施設等に入所する者及び療養介護に係る支給決定を受けた者以外の者

（法第十九条第一項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害者に限る。）で

あって、当該支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属するその配

偶者について指定障害福祉サービス等のあった月の属する年度（指定障害福祉サービス

等のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度）分の地方税法の規定によ

る市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が十

六万円未満であるもの 

三 支給決定障害者等のうち、指定障害者支援施設等に入所する者及び療養介護に係る支給

決定を受けた者以外のもの（法第十九条第一項の規定により同項に規定する支給決定を受

けた障害児の保護者に限る。）であって、当該支給決定障害者等及び当該支給決定障害者

等と同一の世帯に属する者について指定障害福祉サービス等のあった月の属する年度（指

定障害福祉サービス等のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度）分の地

方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を

合算した額が二十八万円未満であるもの（前号及び次号に掲げる者を除く。） 四千六百



円 

四 支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者（支給決定障害者

等（法第十九条第一項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害者に限り、指定

障害者支援施設等に入所する者（二十歳未満の者に限る。）及び療養介護に係る支給決定

を受けた者（二十歳未満の者に限る。）を除く。以下「特定支給決定障害者」という。）

にあっては、その配偶者に限る。）が指定障害福祉サービス等のあった月の属する年度（指

定障害福祉サービス等のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度）分の地

方税法の規定による市町村民税（同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。

以下この号、第十九条第二号ニ、第三十五条第三号、第四十二条の四第一項第二号及び第

四十三条の三第二号において同じ。）を課されない者（市町村の条例で定めるところによ

り当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同

法の施行地に住所を有しない者を除く。）である場合における当該支給決定障害者等又は

支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者が指定障害福祉サー

ビス等のあった月において被保護者（生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）第六

条第一項に規定する被保護者をいう。以下同じ。）若しくは要保護者（同条第二項に規定

する要保護者をいう。以下同じ。）である者であって厚生労働省令で定めるものに該当す

る場合における当該支給決定障害者等 零 

（平一八政三一九・平一九政一五六・平二〇政二一二・平二二政一〇六・平二四政二

六・平二五政三一九・一部改正） 

（法第三十条第一項第三号の政令で定めるとき） 

第十八条 法第三十条第一項第三号に規定する政令で定めるときは、支給決定障害者等が、法

第二十条第一項の申請をした日から当該支給決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急

その他やむを得ない理由により法第三十条第一項第二号の基準該当障害福祉サービス（次条

第二号において「基準該当障害福祉サービス」という。）を受けたときとする。 

（平二四政二六・一部改正） 

（法第三十条第三項の障害福祉サービスに係る負担上限月額） 

第十九条 法第三十条第三項に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情

をしん酌して政令で定める額は、次の各号に掲げる支給決定障害者等の区分に応じ、当該各

号に定める額とする。 

一 指定障害福祉サービス等を受けた支給決定障害者等 次のイからニまでに掲げる支給決

定障害者等の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額 

イ 第十七条第一号に掲げる支給決定障害者等 三万七千二百円 

ロ 第十七条第二号に掲げる支給決定障害者等 九千三百円 


